
経済産業省

平成２２・０７・０７貿局第３号

輸出許可・役務取引許可・特定記録媒体等輸出等許可申請書に伴う添付書類等につい

て（お知らせ）の一部を改正する通達を次のように制定する。

平成２２年７月１５日

経済産業省貿易経済協力局長 柴生田 敦夫

輸出許可・役務取引許可・特定記録媒体等輸出等許可申請書に伴う添付書

類等について（お知らせ）の一部を改正する通達

輸出許可・役務取引許可・特定記録媒体等輸出等許可申請書に伴う添付書類等につい

て（お知らせ）の一部を別添の新旧対照表のとおり改正する。

附 則

この通達は、平成２２年８月１日から施行する。



輸出許可・役務取引許可・特定記録媒体等輸出等許可申請書に伴う添付書類等について（お知らせ）の一部を改正する通達新旧対照表（傍線部分

は改正部分）

○輸出許可・役務取引許可・特定記録媒体等輸出等許可申請書に伴う添付書類等について（お知らせ）

（平成６年３月２５日付け貿易局安全保障貿易管理課）

改 正 案 現 行

（略） （略）
記 記

１ 添付書類 １ 添付書類

（１） （略） （１） （略）

（２） （２）

① （略） ① （略）

② 輸出令別表第１の３の項（１）に掲げる貨物として貨物等省令 ② 輸出令別表第１の３の項（１）に掲げる貨物として貨物等省令

第２条第１項第三号イからホまでのいずれかに該当する貨物の輸 第２条第１項第二号イ若しくはロ若しくは第三号イからホまでの

出又は当該貨物の設計、製造若しくは使用に係る技術の提供を目 いずれかに該当する貨物の輸出又は当該貨物の設計、製造若しく

的とする取引であって、運用通達別表第１の別紙の（注３）の② は使用に係る技術の提供を目的とする取引であって、運用通達別

に定める｢はの②地域｣、③に定める「はの③地域」若しくはイラ 表第１の別紙の（注３）の②に定める｢はの②地域｣、③に定める

ンを仕向地又は提供地とする場合 「はの③地域」若しくはイランを仕向地又は提供地とする場合

③ 輸出令別表第１の３の項（１）に掲げる貨物として貨物等省令 ③ 輸出令別表第１の３の項（１）に掲げる貨物として貨物等省令

第２条第１項第二号若しくは第三号ヘからヤまでのいずれかに掲 第２条第１項第二号ハからリまで若しくは第三号ヘからヤまでの

げる貨物の輸出又は当該貨物の設計、製造若しくは使用に係る技 いずれかに掲げる貨物の輸出又は当該貨物の設計、製造若しくは

術の提供を目的とする取引であって、運用通達別表第１の別紙の 使用に係る技術の提供を目的とする取引であって、運用通達別表

（注３）の③に定める「はの③地域」を仕向地又は提供地とする 第１の別紙の（注３）の③に定める「はの③地域」を仕向地又は

場合 提供地とする場合

④ 輸出令別表第１の３の項（１）に掲げる貨物として貨物等省令 ④ 輸出令別表第１の３の項（１）に掲げる貨物として貨物等省令

第２条第１項第二号イからハまで若しくは第三号ヘからタまでの 第２条第１項第二号ハからホまで若しくは第三号ヘからタまでの

いずれかに該当する貨物の輸出又は当該貨物の設計、製造若しく いずれかに該当する貨物の輸出又は当該貨物の設計、製造若しく

は使用に係る技術の提供を目的とする取引であって、イランを仕 は使用に係る技術の提供を目的とする取引であって、イランを仕

向地又は提供地とする場合 向地又は提供地とする場合

⑤ 輸出令別表第１の３の項（１）に掲げる貨物として貨物等省令 ⑤ 輸出令別表第１の３の項（１）に掲げる貨物として貨物等省令

第２条第１項第二号ニからトまで若しくは第三号レからヤまでの 第２条第１項第二号ヘからリまで若しくは第三号レからヤまでの

いずれかに該当する貨物の輸出又は当該貨物の設計、製造若しく いずれかに該当する貨物の輸出又は当該貨物の設計、製造若しく

は使用に係る技術の提供を目的とする取引であって、運用通達別 は使用に係る技術の提供を目的とする取引であって、運用通達別

表第１の別紙の（注３）の②に定める「はの②地域」及び③に定 表第１の別紙の（注３）の②に定める「はの②地域」及び③に定



める「はの③地域」以外の地域を仕向地又は提供地とする場合 める「はの③地域」以外の地域を仕向地又は提供地とする場合

⑥ 輸出令別表第１の３の項（２）に該当する貨物の輸出若しくは ⑥ 輸出令別表第１の３の項（２）に該当する貨物の輸出若しくは

当該貨物の設計、製造若しくは使用に係る技術の提供を目的とす 当該貨物の設計、製造若しくは使用に係る技術の提供を目的とす

る取引であって、運用通達別表第１の別紙の（注４）に定める「 る取引であって、運用通達別表第１の別紙の（注４）に定める「

に地域」を仕向地又は提供地とする場合 に地域」を仕向地又は提供地とする場合

（a） ・（b） （略） （a） ・（b） （略）

（c） 以上の書類を（（a）の③については、輸出令別表第１の （c） 以上の書類を（（a）の③については、輸出令別表第１の

３の項（１）に掲げる貨物の場合にあっては、ａからｅまで及 ３の項（１）に掲げる貨物の場合にあっては、ａからｅまで及

びｇの資料、輸出令別表第１の３の項（２）に掲げる貨物の場 びｇの資料、輸出令別表第１の３の項（２）に掲げる貨物の場

合にあっては、ａからｄまで及びｆからｈまでの資料）を１通 合にあっては、ａからｄまで及びｆからｈまでの資料）を１通

作成してください。 作成してください。

ただし､（２）の①又は③に該当する場合であって、輸出さ ただし､（２）の①又は③に該当する場合であって、輸出さ

れる貨物の量が２０キログラム以下（貨物等省令第２条第１項 れる貨物の量が２０キログラム以下（貨物等省令第２条第１項

第二号ハに該当する貨物については１キログラム以下）の申請 第二号ホに該当する貨物については１キログラム以下）の申請

の場合には、（a）の③のｃ、ｄ及びｇ並びに④の書類を添付 の場合には、（a）の③のｃ、ｄ及びｇ並びに④の書類を添付

する必要はありません（特に指示する場合はこの限りではない する必要はありません（特に指示する場合はこの限りではない

。）。 。）。

（d）～ （i） （略） （d）～ （i） （略）

⑦ （略） ⑦ （略）

（３）～（７） （略） （３）～（７） （略）

２ 誓約書に係る手続き ２ 誓約書に係る手続き

（略） （略）
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